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新
潟
県
県

税
規

則
の
一
部

を
改

正
す
る
規

則
を

こ
こ
に

公
布

す
る

。
 

平
成
2
8
年

３
月

3
1
日

 

新
潟
県
知

事
 

 
泉
 

田
 

 
裕

 
彦

 

新
潟
県
規

則
第

4
4
号

 

新
潟
県
県

税
規

則
の
一
部

を
改

正
す
る
規

則
 

第
１
条
 

新
潟

県
県
税
規

則
（

昭
和
3
4
年

新
潟

県
規
則

第
6
3
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

次
の
表
の

改
正

前
の
欄
中

条
の

表
示
に
下

線
が

引
か

れ
た

条
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

削
除

条
」

と
い

う
｡
)
を

削
り

、
同
表

の
改
正
後

の
欄

中
条
の
表

示
に

下
線

が
引

か
れ

た
条
（
以

下
こ

の
条

に
お
い
て

「
追

加
条
」
と

い
う

｡
)
を
加
え

る
。

 

次
の
表
の

改
正

前
の
欄
中

別
記

様
式
の
表

示
に

下
線

が
引

か
れ

た
別

記
様

式
を

削
り

、
同

表
の

改
正

後
の

欄
中

別
記

様
式

の
表

示
に
下
線

が
引

か
れ
た
別

記
様

式
を
加

え
る
。

 

次
の
表
の

改
正

後
の
欄
中

下
線

が
引
か
れ

た
部

分
（

条
の

表
示

、
追

加
条

及
び

別
記

様
式

の
表

示
を

除
く

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て
「
改

正
後

部
分
」
と

い
う

｡
)
に

対
応

す
る

同
表
の
改

正
前

の
欄

中
下
線
が

引
か

れ
た
部
分

（
条

の
表
示
、

削
除

条
及
び

別
記

様
式

の
表

示
を

除
く

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
改

正
部

分
」

と
い
う
｡
)
が

存
在

す
る
場
合

に
は

当
該

改
正

部
分

を
当
該
改

正
後

部
分
に

改
め
、
改

正
後

部
分
に
対

応
す

る
改
正
部

分
が

存
在
し

な
い

場
合

に
は

当
該

改
正

後
部

分
を

加
え

る
。

 

次
の
表
の

改
正

前
の
欄
の

表
中

太
線
で
囲

ま
れ

た
部

分
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

改
正

表
」

と
い

う
｡
)
を

当
該

改
正

表
に
対

応
す
る
次

の
表

の
改
正
後

の
欄

の
表

中
太

線
で

囲
ま
れ
た

部
分

に
改

め
る
。

 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
1
0
条

 
（

略
）
 

 第
1
1
条
か

ら
第

2
2
条
ま
で

 
削

除
 

           

（
不
動
産

取
得

税
の
課
税

標
準

の
特
例
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

等
の

申
告

書
の

添

付
書
類
）

 

第
6
1
条
 

（
略

）
 

２
・
３
 

（
略

）
 

第
1
0
条

 
（

略
）

 

   第
1
1
条

か
ら

第
1
4
条

ま
で

 
削

除
 

 

（
徴

収
猶

予
の

申
請

等
）

 

第
1
5
条

 
法

第
1
5
条

第
１

項
又

は
第
２
項

の
規

定
に
よ
る

徴
収

猶
予
の
申

請
を

す
る
者
及

び
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
る

徴
収

猶
予
の
期

間
の

延
長
の
申

請
を

す
る
者
は

、
申

請
書
に
、

徴

収
猶

予
を

必
要

と
す

る
事

由
又

は
猶
予
期

間
の

延
長
を
必

要
と

す
る
事
由

を
証

明
す
べ
き

書

類
を

添
え

て
、

知
事

又
は

局
長

に
提
出
し

な
け

れ
ば
な
ら

な
い

。
 

 第
1
6
条

か
ら

第
2
2
条

ま
で

 
削

除
 

 

（
不

動
産

取
得

税
の

課
税

標
準

の
特
例
の

適
用

を
受
け
よ

う
と

す
る
場
合

等
の

申
告
書
の

添

付
書

類
）

 

第
6
1
条

 
（

略
）
 

２
・

３
 

（
略

）
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４
 
法
附

則
第

1
1
条
第
９

項
又

は
第
1
2
項

の
規

定
に
よ

り
読

み
替

え
ら

れ
た

法
第

7
3
条

の
1
4
第

１
項
の
規

定
の

適
用
を
受

け
よ

う
と
す
る

者
が

条
例

第
3
9
条

の
規

定
に

よ
り

提
出

す
る

申
告

書
に
は
、

当
該

住
宅
が
法

附
則

第
1
1
条
第

９
項

又
は

第
1
2
項

の
規

定
に

該
当

す
る

住
宅

で
あ

る
こ
と
を

証
す

る
書
類
を

添
付

し
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 別
表

（
第
1
1
7
条

関
係
）

 

文
書
等
の

名
称

 
根
 

拠
 

条
 

文
 

様
 
式

 

（
略
）

 
 

 

徴
収
の
猶

予
（

期
間

の
延
長
）

申
請

書

法
第
1
5
条

第
１

項
、
第
２

項
及

び

第
４
項

 

別
記

第
1
3
号

様
式

 

換
価
の
猶

予
（

期
間

の
延
長
）

申
請

書

法
第
1
5
条

の
６

第
１
項
及

び
同

条

第
３
項
に

お
い

て
準
用
す

る
法

第

1
5
条
第
４

項
 

別
記

第
1
4
号

様
式

 

徴
収

の
猶

予
に

係

る
差

押
解

除
申

請

書
 

法
第
1
5
条

の
２

の
３
第
２

項
 

（
略

）
 

（
略
）

 

不
動

産
取

得
税

の

徴
収

猶
予

申
告

書

条
例
第
4
7
条
及

び
附
則
第

1
9
条

 
（

略
）

 

（
略
）

 

 第
1
3
号
様

式
 

（
略
）

 

 第
1
5
号
様

式
 

削
除

 

   第
1
6
号
様

式
（

第
1
1
7
条
関

係
）

 

徴
収
の
猶

予
に

係
る
差

押
解

除
申

請
書

 

 
（
略
）

 
 （

略
）

 

 
さ
き
に

差
押

え
を
受
け

た
私

の
滞
納
金

額
に

つ
い

て
、
 
年

 
月

 
日

付
 

号
で

徴
収

４
 
法

附
則

第
1
1
条

第
1
0
項
又

は
第
1
3
項

の
規

定
に
よ
り

読
み

替
え
ら
れ

た
法

第
7
3
条
の

1
4
第

１
項

の
規

定
の

適
用

を
受

け
よ

う
と
す
る

者
が

条
例
第
3
9
条
の

規
定
に
よ

り
提

出
す
る
申

告

書
に

は
、

当
該

住
宅

が
法

附
則

第
1
1
条
第

1
0
項

又
は
第
1
3
項
の

規
定
に
該

当
す

る
住
宅
で

あ

る
こ

と
を

証
す

る
書

類
を

添
付

し
な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。

 

 別
表
（

第
1
1
7
条

関
係

）
 

文
書

等
の

名
称

 
根
 
拠
 

条
 

文
 

様
 
式

 

（
略

）
 

 
 

徴
収

猶
予

（
延

長
）

の
申

請
書

 

   

法
第
1
5
条

第
１

項
か
ら
第

３
項

ま

で
 

別
記
第
1
3
号
様

式
 

徴
収

猶
予

に
係

る

差
押

解
除

申
請

書

 

法
第
1
5
条

の
２

第
２
項

 
（
略
）

 

（
略

）
 

不
動

産
取

得
税

の

徴
収

猶
予

申
告

書

条
例
第
4
7
条

 
（
略
）

 

（
略

）
 

 第
1
3
号

様
式

 
（

略
）

 

   第
1
4
号

様
式

及
び

第
1
5
号

様
式

 
削
除

 

 第
1
6
号

様
式
（

第
1
1
7
条

関
係

）
 

徴
収
猶
予

に
係

る
差
押
解

除
申

請
書

 

 
（

略
）

 

（
略

）
 

 
さ

き
に

差
押

を
受

け
た

私
の

滞
納
金
額

に
つ

い
て
、
 
年
 

月
 
日
付

 
号

で
徴
収
猶
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の
猶
予
が

許
可

さ
れ
ま
し

た
の

で
、
下
記

に
よ

り
差

押
え

を
解

除
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
地
方
税

法
第

1
5
条
の
２

の
３

第
２
項
の

規
定

に
よ

り
申

請
し

ま
す

。
 

 （
略
）

 

 
（
略
）

 

 第
2
4
号
様

式
（

第
1
1
7
条
関

係
）
 

延
滞
金
の

免
除

（
減
免

）
申

請
書

 

（
略
）

 
 

 

 
N
o
.
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 第
2
7
号
様

式
（

第
1
1
7
条
関

係
）
 

保
証
書

 

（
略
）

 
 

 

  

住
（
居
）

所
又

は
所

在
地

 

氏
名

又
は

名
称

 

住
（
居
）

所
又

は
所

在
地

 

氏
名

又
は

名
称

 

 

 
 

   
 

徴
収
の
猶

予
（

期
間
の
延

長
）

 

換
価
の
猶

予
（

期
間
の
延

長
）

 

下
記
の
と

お
り

保
全

担
保

 
 
 
 

 
 

 
に

係
る

担
保

の
提

供
と

し
て

私
が
（

私

保
全

差
押

 

達
保
証
人

連
帯

と
し
て
）

納
付

（
納
入
）

の
保

証
を

し
ま

す
。

 

（
略
）

 
住
（
居

）
所
又

は
 

所
在

地
 

  
 

 

 
氏

名
又

は
名

称
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 第
7
0
号
様

式
（

第
1
1
7
条
関

係
）
 

徴
収

猶
予

 

法
人
事
業

税
の

徴
収
猶
予

の
期

間
の
延
長

申
請

書
（

外
形

標
準

課
税

対
象

法
人

用
）

 

予
が

許
可

さ
れ

ま
し

た
の

で
、

下
記
に
よ

り
差

押
を
解
除

し
て

く
だ
さ
い

。
 

 
地

方
税

法
第

1
5
条
の
２

第
２

項
の
規
定

に
よ

り
申
請
し

ま
す

。
 

（
略

）
 

 
（

略
）

 

 第
2
4
号

様
式
（

第
1
1
7
条

関
係

）
 

延
滞
金
の

免
除

（
減
免
）

申
請

書
 

（
略

）
 

 
 

 
納

税
通

知
書

番
号

  
 

 

 
 

 
 

 

 第
2
7
号

様
式
（

第
1
1
7
条

関
係

）
 

保
証
書

 

（
略

）
 

 
 

  

住
（
居
）

所
 

氏
名
 

住
（
居
）

所
 

氏
名
 

 

 
 

  

徴
収

猶
予

（
期
間
延

長
）

 

換
価
の
猶

予
（

期
間
延
長

）
 

下
記

の
と

お
り

保
全

担
保

 
 
 
 

 
 

 
に
係
る
担

保
の
提
供
と

し
て

私
が
（
私
達
 

保
全

差
押

 

保
証

人
連

帯
と

し
て

）
納

付
（

納
入
）
の

保
証

を
し
ま
す

。
 

（
略

）
 

住
（

居
）

所
 

  
 

 

 
氏

名
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 第
7
0
号

様
式
（

第
1
1
7
条

関
係

）
 

徴
収

猶
予

 

法
人

事
業

税
の

徴
収

猶
予

の
期

間
の
延
長

申
請

書
（
外
形

標
準

課
税
対
象

法
人

用
）
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（
略
）

 

納 付 計 画
 

年
 
月

 
日

金
額

 
年

 
月

 
日

金
額

年
 
月

 
日

金
額

・
 

・
 

 
 

・
 

・
 

 
・

 
・

 
 

・
 

・
 

 
 

・
 

・
 

 
・

 
・

 
 

・
 

・
 

 
 

・
 

・
 

 
・

 
・

 
 

納
付

場
所

 
 

担
保
提
供

 
有
・
無

 
担
保
財
産

の
詳

細
又

は
提

供
で

き
な

い
理

由
 

 

添
付
書
類

 
 

 
 

（
略

）
 

 第
7
7
号
様

式
の

３
（
第
1
1
7
条

関
係
）

 

不
動
産
の

取
得

（
特
例
適

用
等

）
申

告
書

 

 
地
方
税

法
第

7
3
条
の
1
8
及
び

新
潟
県
県

税
条

例
第

4
3
条

の
規

定
に

よ
り

申
告

し
ま

す
。

併
せ
て
、

特
例

適

用
等
の
申

告
を

す
る

場
合
は
、

□
に

レ
印

を
記
入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

□
 

下
記

不
動

産
の

取
得

に
対

し
て

課
さ

れ
る

不
動

産
取

得
税

に
つ

い
て

、
地

方
税

法
第

7
3
条

の
1
4
又

は
第

7
3
条

の
2
4
の

規

定
の

適
用

を
受

け
た

い
の

で
、

新
潟

県
県

税
条

例
第

3
9
条

又

は
第

4
6
条

の
規

定
に

よ
り

、
別

紙
証

明
書

等
を

添
付

の
上

、

申
告
し
ま

す
。

 

（
略
）

 

  ◎
 
以
下

の
欄

は
、
特
例

適
用

等
の
申
告

を
す

る
場

合
の

み
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

１
 
土
地

を
取

得
し
た
場

合
 

(
1
)
 
取

得
し
た
土
地
の
上
に
住

宅
が
新
築
さ
れ
た
年

月
日

（
新
築
予

定
年

月
日
）

 
年

 
月

 
日

（
略

）
 

担
保

提
供

有
・

無
 

理
由

 

分
割
納
付

す
る

場
合
の
納

付
計

画
 

年
 
月

 
日

 
金

 
額

 
年
 
月
 
日

金
 
額

 
年
 
月
 
日

金
 
額

 

・
 
・

 
円

・
 
・

 
円

・
 
・

 
円
 

・
 
・

 
 

・
 
・

 
 

・
 
・

 
 

・
 
・

 
  

・
 
・

 
 

・
 
・

 
 

 
 

（
略
）

 

 第
7
7
号

様
式

の
３

（
第

1
1
7
条

関
係
）

 

不
動
産
の

取
得

（
特
例
適

用
等

）
申
告
書

 

 
地

方
税

法
第

7
3
条
の
1
8
及
び

新
潟
県
県

税
条

例
第
4
3
条

の
規

定
に
よ
り

申
告

し
ま
す
。

 

 
な

お
、

新
潟

県
県

税
条

例
第

3
9
条
の
規

定
に

よ
る
特
例

控
除

及
び
地
方

税
法

第
7
3
条
の

 

2
4
の

規
定

に
よ

る
減

額
の

適
用

を
受
け
た

い
の

で
、
別
紙

証
明

書
等
を
添

付
の

上
、
併
せ

 

て
申

告
し

ま
す

。
 

  （
略

）
 

 
 

 

局
 

番
 

 
 

 

 
 

 

局
 

番
 

取
得

し
た

土
地

の
上

に
住

宅
を

新
築

し
た

年
月

日
（

新
築
予

定
年

月
日

）
 

年
 
月
 

日
 

耐
震

基
準

適
合

既
存

住
宅

を
取

得
し

た
場

合
、

そ
の

家
屋
の

新
築

年
月

日
 

年
 
月
 

日
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(
2
)
 
取
得

し
た

土
地
の
(
1
)
に

記
載
し
た

日
ま

で
の

所
有

状
況

 

（
土
地
を

取
得

し
た
日
以

降
に

、
住

宅
が
新

築
さ
れ
た
場
合

又
は
新

築
さ

れ
る
予
定
の
場
合
の
み
記
入
し
て

く

だ
さ
い
｡
)
 

継
続

し
て

所
有
・
譲

渡
済

み
（

譲
渡

予
定

）

２
 
住
宅

を
取

得
し
た
場

合
 

取
得
し
た

住
宅

が
新
築
さ

れ
た

年
月
日

 
年

 
月

 
日

 
 

備
考

 

 
 

        

 

 
  

 
 

第
２
条

 
新

潟
県
県
税
規

則
の

一
部
を
次

の
よ

う
に
改

正
す

る
。

 

 
 
別
記

第
1
3
号
様
式
を

次
の

よ
う
に
改

め
る

。
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 第13号様式（第117条関係） 

 

納
付
（
納
入
）
す
べ
き
徴
収
金 

No. 年度 期別 税目 納期限 税額 延滞金 加算金  
滞  納

処分費
計  

                    

                    

                    

                     

上記のうち、猶予を受けようとする金額           

既に猶予された期間 年 月 日から 年 月 日まで 日間 

猶予を受けようとする期間又は

延長を受けようとする期間 
年 月 日から 年 月 日まで 日間 

申
請
理
由 

  

納
付
（
納
入
）
計
画 

年 月 日 金 額 年 月 日 金 額 年 月 日 金 額 

・ ・   ・ ・   ・ ・   

・ ・   ・ ・   ・ ・   

・ ・   ・ ・   ・ ・   

・ ・   ・ ・   ・ ・   

納付（納入）場所  

担保提供 有・無 
担保財産の詳細又は提供できない理由 

 

差押解除申請 有・無 申請理由 

添付書類  
 

受付印       徴収の猶予（期間の延長）申請書 

年 月 日 

           様 

申請者 

住（居）所又は所在地            

氏 名 又 は 名 称           ㊞ 

（電話番号  －   －   ） 

個人番号又は 

法人番号 

             

         ↑個人番号の記載に当たつては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 
 

 私の納付（納入）しなければならない徴収金について、下記の理由により、一時に納付 

（納入）できないので 
徴 収 の 猶 予

を申請します。 
徴収の猶予期間の延長

（該当条項 地方税法第15条第 項第 号（第１項第５号の場合、第 号類似）） 

 

 

  

注 猶予に該当する事実を証するに足りる書類（地方税法第15条第１項に該当する場合に

限る｡)、財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類、収入及び支出につ

いての実績及び見込みを明らかにする書類、担保の提供に関する書類（担保を提供しな

い場合を除く｡)その他この申請の審査に必要となる書類を添付すること。 
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 別記第13号様式の次に次の１様式を加える。 

第14号様式（第117条関係） 

納
付
（
納
入
）
す
べ
き
徴
収
金 

No. 年度 期別 税目 納期限 税額 延滞金 加算金  
滞  納

処分費
計  

                    

                    

                    

                    

上記のうち、納付（納入）が困難である金額           

既に猶予された期間 年 月 日から 年 月 日まで 日間 

猶予を受けようとする期間又は

延長を受けようとする期間 
年 月 日から 年 月 日まで 日間 

申
請
理
由 

   

納
付
（
納
入
）
計
画 

年 月 日 金 額 年 月 日 金 額 年 月 日 金 額 

・ ・   ・ ・   ・ ・   

・ ・   ・ ・   ・ ・   

・ ・   ・ ・   ・ ・   

・ ・   ・ ・   ・ ・   

納付（納入）場所  

担保提供 有・無 
担保財産の詳細又は提供できない理由 

 

添付書類  

受付印       換価の猶予（期間の延長）申請書 

年 月 日 

           様 

         

申請者 

住（居）所又は所在地            

氏 名 又 は 名 称           ㊞ 

（電話番号  －   －   ） 

個人番号又は

法人番号 

             

         ↑個人番号の記載に当たつては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 
 

 私の納付（納入）しなければならない徴収金について、下記の理由により、 

換 価 の 猶 予

換価の猶予期間の延長
を申請します。 

 

 

注 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類、収入及び支出についての

実績及び見込みを明らかにする書類、担保の提供に関する書類（担保を提供しない場合

を除く｡)その他この申請の審査に必要となる書類を添付すること。 
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附

 
則
 

 
こ
の
規
則
は
、
平
成
2
8
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る

。
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